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産業財産権国際課題対策推進事業 
２０２７年度派遣研究者募集要項 
（応募書類提出期限：２０２６年９月１１日） 

 
２０２６年 6月１５日 

一般財団法人知的財産研究教育財団 
知的財産研究所 

 
１．事業の趣旨・目的 
本事業は、知財に関する国際的な課題を把握し、国内制度や施策への反映や海外における制度調

和を促進すること、これらを進める上で必要となる基礎資料を提供すること、最新の国際的な議論
の把握及び中長期にわたり議論の継続を可能とする研究者のネットワークを構築することを目的
とします。 
一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所（以下「知財研」）では、特許庁の委託を受

けて、本事業により「国外研究機関における調査・共同研究」を実施するための派遣研究者を募集
します。 
 
２．応募資格 
派遣時に以下の全ての条件を満たす者 
（応募時に条件を満たさない場合は応募書類の該当箇所にその旨注記してください。） 

① 日本国籍を有する者 
② 研究活動における不正行為（捏造、改ざん、盗用）の前歴の無い者 
③ ２０２６年４月１日現在で、博士課程（後期）在籍又は修了者、又はこれと同等以上の実績を

有する研究者（博士課程（後期）単位取得退学・学位未取得を含む）で、設定されたテーマに
ついて調査・共同研究するために十分な産業財産権に関する知識を有する者 1。２０２６年４
月１日現在で博士課程在籍者又は修了者のいずれにも該当しない者は、２０２６年４月１日現
在で産業財産権に関する学生等の教育・指導実績を有すること。 

④ 派遣期間中、常勤的職務に就く予定がなく、外国の研究機関において本事業で採択された調査・
共同研究（及び付随手続）に専念できる者 2。 

⑤ 調査・共同研究活動に十分な産業財産権に関する知識を有し、派遣期間終了後も産業財産権分
野で研究者ネットワークを構築し得る者。また、研究遂行にあたり、派遣先機関において共同

 
1 派遣時までに在籍証明書又は最終学歴・学位の証明書を提出できないと不採用となる場合があります。研
究能力及び実績が条件を満足しているかは応募書類等に基づき審査手続において判断します。 

2 専念とは、本事業における研究に係る業務を週 5日、休日を除く平日の１日 7.5時間以上実施することを
指します。大学教職員のサバティカル制度利用者を含みます。企業所属の方は企業と派遣研究者との兼職
は認められません。企業の休職（上司の許可証明が必要）又は退職を前提とします。 
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研究者や指導者等と協議や相談が行える見通しを有する者 
⑥ 心身共に健全で、派遣先での調査・共同研究活動（別紙 2参照）に支障のない者 
⑦ 派遣先における調査・共同研究活動に支障のない語学力を有する者 
 
３．募集期間 
２０２６年６月１５日～２０２６年９月１１日（必着） 

 
４．派遣人数 
２名程度 

 
５．派遣期間 3 
９か月（短期も可） 
※ 派遣時期は２０２７年４月 1日から２０２８年２月２９日までです。 

 
６．調査・共同研究テーマ 
特許庁が所管する産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）に関する最新の国際的な課題又は

制度調和が中長期的に必要となる課題について、調査・共同研究テーマを選定してください。テー
マ設定の参考として、特許庁より提示されたテーマの例は別紙１のとおりです。 
 
７．派遣先 
調査・共同研究テーマを適切に実施できる海外の研究機関等を選定してください。希望した研究

機関等への受入れがかなわない等の事情がある場合には、知財研が適切と判断し特許庁が承認した
他の研究機関等に派遣先を変更する場合があります。 

 
８．応募書類 4 
応募書類は以下のとおりです。様式は知財研のウェブサイトでダウンロードできます。 

① ２０２７年度派遣研究者申請書及び代表論文の写し 
所定の申請書（写真貼付）及び代表論文の写しを電子メールに添付し、応募先に提出してくださ

い。申請書は必ず所定の様式を使用し、注記事項を参照の上記入してください。記入に際して不明
な点は必ず事前に問い合わせてください。 
② ２０２７年度派遣研究者推薦書 
推薦書は、現在又は過去の研究指導者又は上司等を推薦者とし、必ず推薦者により記入の上、推

薦者から応募先に電子メールに添付して応募締切日までに送付するよう、推薦者に依頼してくださ
い。 

 
3 派遣期間とは、原則、日本出国日から日本帰国日を指します。現地での研究期間の前後にも現地又はその
他の日本以外の国・地域に滞在予定のある方等については、別途取り決めさせていただきます。 

4 提出された応募書類一式は返却しませんのでご了承ください。 
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９．応募先（問合せ、連絡先） 
一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 「派遣研究者募集」係 
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目１１番地 精興竹橋共同ビル５階 
E-mail：fellow27d@fdn-ip.or.jp TEL：03-5281-5674 FAX：03-5281-5676 
< URL: https://www.iip.or.jp/ > 
＊応募の際は、電子メールのタイトルを「派遣研究者応募」としてください。 
 
１０．選定方法 
① 応募書類の内容を確認後、選定委員会に先立ち、担当者から応募者にオンライン又は電話によ

るプレ面接を行います。（面接の内容は選定委員会に提出されます。） 
② 選定委員会にて書類審査及び面接審査を行った上で、派遣者を決定します。面接審査はオンラ

イン（Zoomを使用）で実施します。面接審査を受けていただく方には日時が決まり次第連絡
します。 

【選定の主な観点】：応募資格①～⑦を満たし、特に以下が認められること。 
・ 経歴及び研究業績、教育・指導実績が研究計画を遂行するに十分な知識及び研究能力を示して

いること。 
・ 研究者のネットワークを構築できる人材であること。 
・ 研究計画が具体性を有し、産業財産権に関する最新の国際的な課題又は制度調和が中長期的に

必要となる課題についての調査・共同研究であること。 
・ 希望派遣先である海外の研究機関が、研究者を受け入れる条件が明確であり、研究にふさわし

い環境を備え、調査・共同研究内容に適切であること。 
 
１１．選定結果通知 
２０２６年１０月下旬～１１月上旬（予定） 

 
１２．個人情報の取扱い 
応募書類に含まれる個人情報は、知財研の「個人情報保護管理規程」に基づき厳重に管理し、本

事業の運営管理及び実施のためにのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。なお、応募書類
に含まれる情報は委託元である特許庁に提出する場合があります。 
 
 
 

https://www.iip.or.jp/
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特許庁より提示されたテーマの例 
 
（特許制度） 
・第 5次産業革命に対応した知的財産制度についての研究（又は、各国比較研究） 
・権利の安定性に関する研究 
・知的財産と経済成長に関する研究 
・各国で付与される特許権の価値に関する国際比較研究 
・地域イノベーション・中小企業支援に資する特許審査制度に関する研究 
・先使用権に関する主要国（日、米、中、韓、欧州各国等）比較研究 
・国境をまたぐ特許実施形態の保護の在り方（ブロックチェーンなど、サーバーが海外にある場合
のクレームの書き方、保護の在り方を想定） 

・ＡＩの利用による機械翻訳精度向上がもたらす制度調和への影響 
・クラウド・コンピューティング関連発明の保護に関する研究 
・分割・継続出願などの継続的出願に関する研究 
 
（審判制度） 
・ＡＳＥＡＮ諸国における異議・審判制度の整備状況について 
・五庁における権利付与後の特許の無効化手続きの比較研究 
・日米独英中韓における特許侵害訴訟時の権利の有効性・無効性の取扱いについて 
 
（普及支援） 
・諸外国における事業化を促進するための産業財産制度に関する政策とその経済分析 
・中小企業・ベンチャー・大学における産業財産権制度活用による経済効果の定量分析 
・企業の組織体制及び知財戦略の変遷と産業財産権制度 
・収益性の高い企業のビジネスモデルに対する産業財産権制度の寄与に関する経済分析 
 
（意匠制度） 
・意匠の表現要件および権利範囲解釈に関する国際比較研究 
・意匠の類否判断（特に画像・GUI等のデジタル意匠）に関する各国比較研究 
・意匠分類の運用が先行意匠探索の網羅性に与える影響に関する比較研究 
・意匠権の価値評価手法の整理および適用可能性に関する研究 
・意匠制度利用と企業パフォーマンスの関係に関する定量分析 
・企業（特にスタートアップ・中小企業）における意匠制度の活用実態と課題 
・意匠出願行動の決定要因に関する研究 
・各国における意匠制度普及施策の比較と効果分析 
・GUI等のデジタル意匠の保護範囲に関する国際比較研究 
・各国における意匠権の活用モデルに関する比較研究 
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（商標制度） 
・商標権侵害に対する救済措置（損害賠償、利益返還等）における損害額等の算定に関する国際比
較研究 

・商標のコンセント制度（アサインバックを禁止する制度を含む）に関する国際比較研究 
・商標のディスクレーム制度に関する国際比較研究 
・声、肖像その他の個人を識別する要素についての法的な保護と商標制度の関係に関する国際比較
研究 

・声、肖像その他の個人を識別する要素の商標登録と商標権の効力（権利行使の実例を含む）に関
する国際比較研究 

・登録後に識別力を喪失した商標の取消制度に関する国際比較研究 
・不使用商標対策（制度・運用面）に関する国際比較研究（段階的な料金制度、使用確認に関する
制度・運用等を含む） 

・商標の拒絶理由該当性の調査及び判断（識別力の有無、先行商標調査及び類否判断等）における
ＡＩ活用に関する国際比較研究 

・商品・役務の類否判断手法・類似範囲に関する国際比較研究 
・パロディ商標の規制（拒絶・使用規制）に関する国際比較研究 
・商標出願戦略（選定商標、出願先、出願時期、指定商品）に関する国際比較研究 
・商標の出願予測モデルに関する国際比較研究 
 
（知財とビジネス） 
・仮想空間内における知的財産の保護に関する研究 
・知的財産の価値の評価手法（又は、経済分析手法）に関する研究 
・知的財産関連統計データの知的財産政策への活用状況 
・欧米等の諸外国における特許と競争法との関係 
・標準必須特許（必須性判定等）に関する調査 
・海外における知財ビジネスの実態に関する研究 
・Ｍ＆Ａにおける知財の取扱いに関する研究 
・ＡＩの知財業務への活用実態調査 
・中国等の諸外国における訴訟外紛争手続に関する研究 
 
【参考】過去の派遣研究者及び研究テーマ 
知財研 HP< https://www.iip.or.jp/fellow/index.html >に掲載されています。 

  

https://www.iip.or.jp/fellow/index.html
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研究活動等の概要 
 
１．研究者の身分 
知財研の派遣研究者（派遣先の研究機関等で身分が与えられる場合でも、知財研の身分が優先す

るものとします。） 
 
２．派遣先での研究活動日及び活動時間等 
派遣先研究機関等の規則等に従うことを原則としますが、必要に応じて知財研の指示に従ってい

ただくことがあります。 
 
３．待遇等 
① 派遣渡航費及び帰国渡航費、渡航諸費用（必要に応じてビザ取得費用、派遣期間中の海外傷害

保険等）、派遣期間中の現地での活動のための生活や諸費用を支援する目的で、滞在手当を知
財研の定める規定に基づき支給します。 

② 派遣期間中、当該研究活動に関しては、知財研以外からの資金援助を受けることはできません。 
③ 本事業では、共同研究者の研究のための資金は拠出しません。 
④ 知財研は、派遣研究者本人の航空運賃及びその他費用のみを負担し、帯同する家族の分は負担

しません。 
 
４．研究環境 
① 派遣研究者として選定された後に、派遣先の研究機関等の研究環境、特に、派遣研究者用スペ

ース、コンピュータ利用環境（イントラネット接続、インターネット接続等）、研究に必要な文
献を所蔵する図書館、データベース等、及びそれらの利用条件を確認していただきます。研究
に必要なソフトウェア等は、この事業の予算上及び契約上可能な範囲で知財研が準備できる場
合があります。 

② 知財研と派遣研究者との連絡には電子メールと Teams 又は Zoom、各種申請書及び報告書の
作成には Word、Excel 等を使用しますので、派遣先で日本語対応のＰＣが利用できる環境を
整えていただきます。 

③ 派遣先の研究機関等では入手できない研究資料（書籍、雑誌、国内外商用データベース等）は、
この事業の予算上及び契約上可能な範囲で知財研が確保します。 

 
５．活動内容 
① 派遣研究者には、選定後に確定する研究テーマ及び研究計画に従って、派遣先研究機関におけ

る調査・共同研究に専念する義務があります。ただし、本事業の趣旨に沿うと知財研が認める
活動、例えば、制度調和の推進を目的として日本の産業財産権制度を紹介する活動等は可能で
す。 

② 派遣先研究機関の担当者に２か月に１回以上の面談を通じて研究の進捗報告を行い、確認を受
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けること。（知財研より、２か月に１回以上、当該担当者に研究の進捗確認等を行います。） 
③ 研究上の必要に応じて、研究機関や研究者・専門家等を訪問し、学会・研究会・講演会等に参

加すること。（参加費用及び旅費等は知財研の規定により支給します。） 
④ 研究上の必要に応じて、知財研の雇用する又は紹介する研究員の指導を受けること。 
⑤ 月次報告書等を定期的に提出し、知財研が月１回以上行う連絡に対して進捗を報告すること。 
⑥ 派遣期間終了前後に、知財研が定める研究成果報告会において、派遣研究者自身による研究成

果について報告を行うこと。成果報告会は原則オンラインで行うこととする。 
⑦ 病気や健康管理上の理由等の特段の事情で、1 日 7.5 時間の研究従事に支障が生じる場合に

は、研究活動休止の申請を提出し知財研の承認を得ていただきます。 
⑧ 予定した研究従事時間の１割以上の減少が生じる場合には、研究計画見直し等の協議や、解約

等の協議に繋がる場合があります。健康管理等には十分にご配慮ください。 
⑨ 止むを得ない理由で派遣期間中に派遣滞在先を離れる必要がある場合には、安全配慮上の観点

等のため、知財研にご連絡ください。 
⑩ 派遣研究者各々の派遣期間終了前の知財研が指定する期限までに、調査研究報告書（査読用原

稿を含む。）を提出すること。また、派遣期間終了後においても、知財研が特許庁に納品する調
査研究報告書の校正等に協力していただきます。 

⑪ 提出された調査研究報告書の著作権は、一般財団法人知的財産研究教育財団に無償で譲渡して
いただきます。（調査研究報告書の著作権は、納品後、特許庁に引き渡されます。）執筆者は、
知財研又は特許庁が調査研究報告書に必要な加工を行い、利用（出版及びホームページでの公
開を含む。）することに対して、著作者人格権を行使しないものとします。ただし、執筆者は、
この事業の報告書からの引用である旨を付記することを条件に、執筆部分に限り、報告書の内
容を、複製、翻訳、翻案等の形で利用することができます。 

⑫ その他、詳細は派遣契約及び派遣研究者の研究活動マニュアルにて取り決めます。 
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